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   The International Accounting Standards Commiftee(IASC) has published two International Accounting 

Standards(IAS) concerning accounting for changing prices : IAS15, Information Reflecting the Effects of 

Changing Prices(1981), and IAS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies(1989). IAS 15 

deals with information reflecting the effects of changing prices on the measurements used in the 

determination of an enterprise's results of operation and financial position. This information is supposed to 

be supplementary to the primary financial statements. This standard applies to enterprises whose levels of 

revenues, profit, assets or employment are significant in the economic environment in which they operate . 
IAS 29 applies to the primary financial statements, including the consolidated financial statements , of any 
enterprise that reports in the currency of a hyperinflationary economy. IAS 15 proposes two basic 

approaches to preparation of the information reflecting the effects of changing prices : the general 

purchasing power approach based on the maintenance of real capital, and the current cost approach based on 
the maintenance of physical capital(operating capacity of the enterprise). In this paperj will introduce IAS 

15 and IAS 29, and examine the proposed several methods of accounting for changing prices, concentrating 

on the current cost approach of IAS 15.

1.は じ め に

アメリカの誰券取引委員会やわが国の大蔵省などが加盟する証券監督者国際機構.(Intemati6nal

Org血zahonofSec面UesCo㎜i曲ns;10SCO)が 、1995年 に、国際会計基準委員会が国際的な資

金調達 を行う企業の財務諸表に関する包括的な会計基準(コ ア ・ス タンダーズ)を 完成 させれば、

国際会計基準を承認す ると表明 して以来、各国の会計制度が国際会計基準 を中心 に動 き出 してい

る。会計 ビッグ ・バ ンと呼ばれる近年のわが国における会計制度の急激な変革は、こめ流れの一.

環にほかならない。..

本論文は、.筆者が これまで研究 してきた物価変動会計の分野 における2つ の国際会計基準、す
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なわち国際会計基準剿5号 ∬物価変動の影響 脅屎映する情 韓ぎ1准!以下・、IAS第15号)と 国際会計

基準第29号r超 インフレ経灣卞タ)財携韓告 〔2)』(以下・叭S第
、29号)..を取η上げ検討するものであ

る。IAS第29号 は、超インフーレ経済 という特殊 な状況を前提 とした ものであるので、本論文は、

IAS第15号 を主たる検討対象 とする。

近年のインフレの沈静化の もとで、古 くから論議されてきた物価変動の会計問題は現在低迷の

時期 にあるといえる。 しか し、物価変動 を会計的にいかに扱 うかという問題は、資本維持やそれ

に基づ く利益計算 とい う会計の基本 にかかわる問題であることに変 わ りはない。国際会計奉準 に

この分野の基準が設1オられでいる!りも、同 じ趣 旨であるに導いなv}。 本論文では、国際会計基準

においていかなる物価変動会計が碧定 されて吟るかを、イギリスやアメゾカの公的提案 との比較

を交えなが ら改めて検討 してみたいと思 う。ーなお、以下の本支中に示ず項数ほ、それぞれの基準

書における該当パラグラフを指すものである。

∬.IAS第15号 『物価変動の影響を反映する情報』の概要

(1),IAS第15号 の趣 旨

IAS第15号 は、物価変動の影響に関する会計情報 を取 り扱 う基準 どして1981年11月 に公表され、

1983年1月1日 に始 まる年度か ら効力を発 している。 ただし、本基書 において、物価変動会計情

報は、基本財務諸表り一部 としてではな、く、、その補助情報として位置づけられている。 したがっ
て、基本財務諸表が物価変動会計の基準 に基づいて作成 されている場合 を除いて、本基準が基本

財務諸表の作成上ρ会計および報告方針として適用 されることは想定さμていない(第1項)。

IAS第15号 は・、IAS第6号 『物価変動 に対する会計上の対応(3)』 に代わるものとして設定さμて

いる(第2項)。

IAS第15号 が適用 される企業は・必ずしも客観的に決め られていないが、企業 を取 り巻 く環境

ρ中で、収益、利益、賢産 または雇用の水準炉高い企業 とされている。また、個別財務諸表と連

結財務諸表がともに作成 される:場合 には、本基準が要求する情報は、連結情報ベー坏で作成する

だけで よいとされる,(第3項)。

親会社が本基準に基づいた連結情報を作成 している場合には、親会社の所在国 と同 じ国にある

子会社は、本基準が求める情報を開示する必要 はない。また、他の国にある子会社は、その国に

おいて脚価変動会計清報を開示する慣行がある;場合にのみ、本基準 による情報開示が求め られる

(第4項)。

(2)物 価変動会計情報の作成方法

IAS第15号 は、物価変動会計情報の作成方法 として、①一般購買力 による財務清報 を示す もの、

②個別価格の変動 を認識 レて現在原価 を示す もの、③ 両方法の特徴 を結合す るもの、の3つ を挙

げる(第8項)。

ま た、以上の方法の根底 には、利益計算に関する2つ の基本菌なアプローチがあると考え、次

のように述べる。「1.つは、企業の株主持分の一般購買力が維持 された後 の利益 を認識するもので

ある。 もう1つ は、企業の営業能力(operatingcapacity)が 維持 された後 の利益を認識するもので

ある ・(第9項)。」前者 のアプローチが① に、そ して後者のアプロ「チが② にそれぞれ対応 してい
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るのはいうまでもない。 また、後者のアプロ}チ に関しては、「一般物価水準修正 を行 う場合 もあ

れば、それを行わない場合 もある(同 項)」 という説明が付加 されてお り、後 にみるよケに、②の

具体的方法が多様化する原因の1つ がここにみられる。

なおて③ に関 しては具体的な説明が全 くないので、これについては後に改めて考察することに

し、まず、① と②の奉本的な内容 について確認 しよう。

(3)一 般購買力アプロ」チ

IAS第15号 では、一般購買力 に よる財務情報 を作 成す る方法 は、一般購 買力 アプローチ

(generalpurchasingpowerappr6abh)と 呼 ばれている。このアプローチに関する説明は、以下のよ

うに簡潔である。

厂一般購買力アプローチでは、財務諸表上の一部 または全部の項 目を一般物価水準の変動 に対

応 して修正する。この課題の もとになされる諸提案が強調するところは、一般購買力 による修正

は、測定単位を変更す るものであって、根底 にある測定基準 を変更するものではないとい うこと

である。このアプローチのもとでは、通常、適切 な指数 を用 いて、減価償却費、売上原価および

正味貨幣項 目に対する一般物価水準の変動の影響が利益 に反映 され、企業 の株主持分の一般購買

力が維持 された後の利益が報告される(第10項)。 」・'

ここで考えられている会計形態は1・いうまでもな く、原価主義会計 に基づ く財務諸表数値 を一般

物価水準の変動に関連 して修正する会計、すなわち、修正原価会計にほかならない。この会計形

態は・利益計算の基礎 としての資本維持の視点からみれば、購買力資本維持会計(正 確 には購買

力 自己資本維持会計)も しくは実質資本維持会計(正 確 には実質 自己資本維持会計)に 属す こと

になる。

ただ し、本基準では丶修正 に際 して使用する物価指数が具体的にいかなるものか、す なわち、

消費者物価指数、GNPデ フレータあるいは卸売物価指数などのうちのいずれが考 えられているの

か、明らかではない。

(4)現 在原価アプローチ

現在原価 に基づ く財務情報 を作成する方法 は、現在原価アプローチ(thecurrentcostapproach>

と呼ばれる。このアプローチの もとでの具体的方法には種々のものがあるが、共通する特徴は、

資産および費用の基本的測定基準 として取替原価(replacementcost)を 用いるところにある。尸す

なわち、現在原価 とは、基本的に取替原価 を意味する。「しか しながら、取替原価が正味実現可能

価額(n6trealisablevalue)と 現在価値'(presentvalue)の いずれよりも高い場合 には、正味実現可

能価額 と現在価値のうちのいずれか高い方が、通常、測定基準 として用いられる'(第11項)。 」

このアプローチでは、結局、正味実現可能価額 と現在価値 とのいずれか高い方の価額 と、取替

原価 とを比較 して、そのいずれか低い方の価額によって資産および費用が測定 されることになり、

通常は取替原価による測 定が予定されている。これは、英国の1975年 におけるサンディランズ ・

リポー ト(4)に よって提案 され、その後多 くの国で採用 されて きた 「企業 にとっての価値(value

tothebusiness)」 の考え方にほかならない。

なお、現在原価 を直接得ることができないなどの場合 には、現在凍価の決定手段 どして、 しば

しば個別価格指数が用い られるとしている(第13項)。

現在原価 アプローチにおいて、利益計算上、減価償却費や売上原価 を現在原価の変動を反映し
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て再測定することが要求 されることはいうまで もないが、ISA第15号 は、それだけでな く、 さら

に貨幣項 目や資本構成に対する物価変動の影響 を認識することが必要 との見解 に立ち(第14項)、

そのための会計処理法を5つ 取 り上げている。その内容の紹介および検討は、後 に改めて行 う。

現在原価 アプローチの基本的な考え方が、企業の営業能力を維持 した後の利益 を計算するとこ

ろにあるこどは既 に述べた。営業能力 とは、物的な営業規模 によって表 されると解釈するのが一

般的である。減価償却費や売上原価 を現在原価 を基準 として測定するのは、それによって固定資

産や棚卸資産の物的維持に必要な資金を利益計算過程で確保 し、以て企業の物的な営業規模すな

わち営業能力 を維持するためなのである。現在原価アプローチが前提 とする資本概念 は、物的な

資本概念であ り、このアプローチに基づ く会計形態は、資本維持の視点か ら物的資本維持会計 ま

たは実体資本維持会計 として性格づけることができる。

資産お よび費用を現在原価で測定する会計は、一般に現在原価会計(currentcostaccounting)と 呼

ばれる。 しかし、 この名のもとに構想 される会計形態は、資本維持の態様 に応 じて2つ に大別 さ

れる。1つ は、原価主義会計 と同様 に名 目資本維持 を前提 とするものであ り、ここでは、現在原

価が上昇 している場合 には、その上昇額は保有利得 という利益要素 として扱 われる。そ して、実

現保有利得部分が損益計算書たおいて操業利益 と分別処理され、未実現保有利得部分が損益計算

書から除外 されて貸借対照表に計上される。もう1つ は、実体資本維持 を前提 とするものであ り、

そこでは現在原価の上昇額は利益要素 としてではな く、維持すべ き資本要素 として取 り扱われ、

貸借対照表 に計上される。これら2つ の現在原価会計 のうち、IAS第15号 が想定 しているのは、

後者であることに留意すべ きである。

(5)開 示事項

以上 のような2つ の基本的アプローチのいずれかを前提 として、IAS第15号 は、以下の項 目の

開示を最低限要求している(第24項)。

(a)有 形固定資産の減価償却費の修正額 または修正後の金額

(b)売 上原価の修正額 または修正後の金額

(c)貨 幣項 目や資本構成にかかわる修正がなされた場合のその修正額

(d)(a)(b)(c)で 述べ られた修正の利益 に対する全体的影響、および、採用 した会計方法の もと

で報告 される物価変動の影響を反映するその他の項目

なお、現在原価法が採用 された場合には、有形固定資産 と棚卸資産の現在原価の開示が要求 さ

れる(第25項)。

さらに、使用 した物価指数の性質も含め、第24項 お よび第25項 で要求されている情報を作成す

るために採用 した方法について、説明す ることが求められる(第26項)。

皿、IAS第29号 『超インフレ経済下の財務報告』の概要

(1)IAS第29号 の趣 旨

IAS第29号 は、超インフレ経済下 にあるべ き財務報告を取 り扱 う基準 として1989年7月 に公表

され、1990年1月1日 に始まる年度から効力を発 している。

本基準は、超インフレ経済国の通貨で報告する企業の連結財務諸表 を含む基本財務諸表に適用

するよう,に定め られている(第1項)。

一66一



その趣 旨は、以下の とお りである。

厂超 イン、フレ経済にあって.は、修正表示 をす ることな くその国の通貨で経営成績お よび財政状

態 を報告することは、有用ではない。諸取引その他の事象 に由来する金額を比較することが、た

とえ同一の会計期間内であって も、判断を誤 らせるほ どに、貨幣は購買力を喪失するか らである

(第2項)。 」「超インフレ経済 にあっでは、財務諸表は、それが歴史的原価 アプローチに基づいて

いるか、現在原価 アプローチに基づいているか にかかわ らず、貸借対照表日現在の測定単位 によ

って表示 された場合 にのみ有用である。その結果、本基準書は、超イ ンツレ経済国の通貨で報告

する企業の基本財務諸表に適用 される(第7項)。 」

(2)超 インフレ経済の判断基準

IAS第29号 は、超インフレとみなす絶対的なインフレ率を定めてはいないが、一応の判断基準 と

して、以下の5つ を設けている(第3項)。

(a)一 般市民 は、財産 を非貨幣資産 または比較的安定 した外国通貨で保有す ることを選好

する。保持 した自国通貨の大部分が、購買力の維持のために直ちに投資される。

(b)一 般市民は、自国通貨ではな く比較 的安定 した外国通貨で貨幣額 を考える。物価が当

該通貨で示 されることがある。

(c)信 用売買 は、た とえ短期 間であって も、与信期 間中に予想 される購買力損 失を補償す

る価格で行われる。

(d)利 子率、賃金、諸物価が、物価指数に連動する。

(e)3年 間の累積インフレ率が、100%に 近いか、100%を 超える。

(3)歴 史的原価財務諸表の一般物価修正

多 くの国で、基本財務諸表は、原価主義会計のもとに作成されてきた。この財務諸表を、IAS第

29号 は、歴史的原価財務諸表(histohcalcostfinancialstatements)と 呼んでいる。

超インフレ経済 とみなされる場合には、歴史的原価財務諸表の諸数値のうち貸借対照表日すな

わち期末の貨幣(測 定単位)に よって測定 されていない ものは、すべ て一般物価指数を用いて期

末の貨幣額に修正表示 される(第9項 および第24項)。 併せて、正味貨幣項 目に関する購買力利得

または損失が認識 される(第25項)。

個々ρ項 目の修正手続 きについては、説明 を割愛する。要するに、いわゆる修正原価会計(一

般物価変動会計)に 基づいて財務諸表 を作成することが要求 されるのである。なお、一般物価指

数 に関 しては、「同一の経済の通貨によって報告するすべての企業は、同一の指数を使用すること

が望ましい(第35項)」 と述べ られているだけで、その指数の具体的種類は、IAS第15号 の場合 と

同様 に明確ではない。

(4)現 在原価財務諸表の一般物価修正

IAS第29号 が公表 された当時 もしくは直前 まで、国によっては、基本財務諸表が現在原価会計

(IAS第15号 でい う現在原価 アプローチのもとでの会計)に よって作成 される場合があった。例え

ば、イギリスの会計実務基準書第16号(SSAP16)(5)で は、基本財務諸表を現在原価会計 によっ

て作成することを認めていた。このような実務 を考慮 して、IAS第29号 は、そのような財務諸表

を現在原価財務諸表(c㎜rentcostfinancialstatements)と 呼び、超 インフレ経済下におけるその修

正について も述べている。
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この場合の修正も歴史的原価財務諸表の場合の修正 と基本的に同様で、現在原価財務諸表の諸数

値 のうち期末の貨幣によって測定 されていないものは、すべて一般物価指数を用いて期末の貨幣額

に修正表示 される。当然のことであるが、貸借対照表において現在原価 によって評価 されている項

目は、既に期末貨幣によって測定 されているので、修正の対象にはならない。また、損益計算書に

おいて売上原価および減価償却費は消費時点の現在原価を表 し、従うて消費時点の貨幣によって測

定されているので、それらは一般物価指数 を用いて期末貨幣額 に修正される(第27項 お よび第28

項)。 そして併せて、正味貨幣項 目に関する購買力利得 または損失が認識 される(第29項)。

歴史的原価財務諸表の一般物価修正は、それ自体理論上の問題 はない。 しか し、現在原価財務

諸表の一般物価修正は、修正の基礎となる財務諸表が企業の営業能力維持すなわち実体資本維持

という物 的な利益計算体系 を前提 とする ものであ り、それに一般物価修正 という購買力資本維持

を志向する手続 きを適用する点に理論上の問題が残る。現在原価財務諸表に一般物価修正 を加 え

ることによって、当然のことなが ら、計算 される利益が変化する。その利益の分配 を仮定 した場

合、実体資本維持は保証されな くなる。 また、購買力資本維持 も成立 しない。利益分配後 に残存'
する資本の性質は、・意味不明なものとなる(6)。

資産および費用 を現在原価によって測定する財務諸表でも、それが、名 目資本維持 を前提 とし、

現在原価 と取得原価 との差額 を保有利得 という利益要素 として分別処理する現在原価会計 を基礎

とするものであれば、そのような財務諸表の一般物価修正 にはそれなりの意味が認められる。 こ

のような会計形態は、一般に修正現在原価会計 もしくは結合会計 と呼ばれ、購買力資本維持 を前

提 とするものである。しか し、IAS第29号 が一般物価修正の対象にしているのは、IAS第15号 との

関連で実体資本維持 を前提 とする現在原価会計である。その財務諸表に一般物価修正 を適用する

場合 には、利益計算の理論体系が成立しない。

(5)'開 示事項

以上の ような一般物価修正を施 した基本財務諸表以外で、IAS第29号 が開示 を求めるのは、以

下の事項である(第41項)。

(a)当 期の財務諸表の数値お よびそれに対応す る前期 の数値が、報告通貨の一般購買力 の

変動 に応 じて修正表示 されていて、その結果、貸借対照表 日現在 の測定単位 によって表

示 されている旨

(b)財 務諸表が、歴史的原価アプローチと現在原価 アプローチのいずれに基づいているか

(c)物 価指数の種類お よび貸借対照表 日時点 における物価指数の水準、並 びに当期 と前期

との間の当該指数の変動

なお、(a)の 「前期の数値」 に関 しては、IAS第5号 『財務諸表に開示すべ き情報(7)』 によっ

てその開示が定められていたが、これについても、比較可能性のため、当期末現在の測定単位 に

よる修正表示が求められる(第32項)。

】〉'.現在原価アプローチと貨幣項目 ・資本構成に関する物価変動修正

(1)貨 幣項目に関する物価変動修正

IAS第15号 ・第29号 の概要 は以上の とお りであるが、第15号 の現在原価 アプローチにおける貨
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幣項 目および資本構成に関する物価変動修正については説明を留保 しているので、 ここでその問

題 を取 り上げる。

まず、貨幣項 目に対す る物価変動の影響の認識方法に関 して、IAS第15号 は、2つ の方法 を挙

げている。

第1法 は、、厂長期負債を含めたすべての貨幣項 目の正味額に対する物価変動の影響 を反映するた

めの修正を行い、物価が上昇する時に正味貨幣資産を保有することから生ずる損失、または、正

味貨幣負債 を負 うことから生ずる利得(物 価が下落す るときにはこれと反対の結果)を 明 らかに

することを要求する(第15項)」 ものである。この場合の物価変動 とは一般物価変動を意味するも

のと推察 される(8)。したがって、 ここでいう貨幣項 目に関する物価変動修正 とは、一般購買力ア

プローチにおいて正味貨幣項 目に関 して行われる一般購買力損益の認識 と同様の ものである。多

くの企業では正味貨幣負債の状態が普通である。 したが って、 この方法の もとでは、物価上昇時

には、減価償却費や売上原価 などの現在原価情報 とともに正味貨幣負債 に関す る一般購買力利得

が開示 されるこ とになる。、このような開示方法 は、アメ リカの財務会計基準書第33号(9)で も採用

された ものであるが、物的な営業能力の維持を前提 とする現在原価 アプローチの体系に一般購買

力アプローチの処理法を単純 に組み入れている点に、理論上の問題が残る。

第2法 は、「この修正を、企業の運転資本 に含 まれる貨幣資産および貨幣負債 に限定する(第15

項)」 ものである。これは、イギリスのSSAP16に おいて定められた貨幣運転資本修正(monetary

workingcapitala(加stment)を 念頭に置いた ものであると推察される。すなわち、SSAP16で は、

IAS第15号 でいう現在原価 アプローチが採用 され、減価償却修正 .・売上原価修正 とともに貨幣運

転資本修正が適用 された。貨幣運転資本修正 とは、売掛金等の営業債権の期中増加額のうち個別

価格の上昇 による部分を費用要素 として認識 し、買掛金等の営業債務の期中上昇額のうち個別価

格の上昇による部分を利益要素(費 用のマイナス要素)と して認識する手続である(10)。このよう

な第2法 は、物価変動 に起因する損益 を認識する貨幣資産 ・貨幣負債の範囲が貨幣運転資本 を構

成する一部分 に限定 している点、および、個別価格の変動の影響 に着 目している点において、第

1法 とは異なる。

IAS第15号 は、 これ らの2つ の方法の基本的な考 え方について、次のように述べている。「両 タ

イプの修正 とも、非貨幣資産だけでな く貨幣項 目も企業 の営業能力の重要な要素であると認めて

いる。上述の現在原価法の一般的な特徴 は、企業の営業能力が維持 された後の利益 を認識すると

いうものなのである(第15項)。 」営業能力維持 という物的な思考からすれば、貨幣項目に対する

影響 として考 えるべ きは、第2法 の場合のように、当該企業に固有の物価変動の影響であるはず

である。先程 も述べたが、第1法 はこの点で理論的に問題である。

(2)資 本構成 に関する物価変動修正

IAS第15号 は、資本構成 にかかわる物価変動修正 に関 しては、3つ の方法を挙げている。

まず、第1の 方法に関する叙述は、次のとお りである。 丶

「資産ゐ取替原価に基づ く費用追加額の うち、借入れによって賄われている範囲までは、これ

を損益計算書上費用 として認識する必要 はない という別の考え方がある。 この考え方に基づ く方

法では、企業 の営業能力のうち株主によって賄われている部分 を維持 した後の利益が報告される。

これは、例 えば、減価償却費、売上原価および(必 要な場合には)貨 幣運転資本に関する修正の

総額 を、(正 味一 壹岐)負 債 と株主資本の合計額 に対するF(正 味一 壹岐)負 債額の割合分だけ
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減額することによって達成される(第16項)。 」

これは、SSAP16な どにおいて採用 されたギアリング修正(geadnga(加stment)の 手続にほかな

らない(11)。SSAP16に おけるギアリング修正 は、減価償却修正 ・売上原価修正 ・貨幣運転資本修

正の合計額のうち、正味負債(netborrowing)に よって賄われている資産割合に関する部分 を取 り

消 して、それを利益に戻 し入れる手続 を意味する。自己資本(株 主資本)の 営業能力維持に基づ

く利益を計算するために、このような手続が考えられているのである。

資本構成 にかかわる物価変動修正の第2の 方法に関する叙述は、次のとお りである。

「ある現在原価法では、株主持分の額に一般物価指数を適用する。これは、当該期間中に生 じた

資産の取替原価の上昇が、同期間におけ る株主持分の二般購買力の低下 よりも小 さい場合に、当

該企業の株主持分が、一般購買力の見地か らみて どの程度維持 されているかを示す ものである。

時に、 この計算 は、一般購買力の見地か らみた純資産額 ど現 在原価の見地からみた純資産額 との

比較を可能 にするために、単に注記されるのみである(第17項)。 」

現在原価法において、資産の取替原価の上昇額は資本修正項目として扱われ、維持すべ き資本 に

加 えられる。ところが、取替原価の上昇割合 よりも一般物価の上昇割合が高い場合 には、一般購

買力維持 の立場か らは維持すべ き資本の金額が不足することになる。そのような事態になってい

ないか どうかを確認す るために、名 目額による維持すべ き資本額に一般物価指数の変動割合を乗

じて一般購買力 としての維持すべ き資本の金額を算定 し、それを補足情報 として開示 し、現在原

価法における維持すべ き資本の金額 との比較がで きるようにしようとい う考 え方である。

現在原価法のもとで、一般購買力の見地からみた維持すべ き資本の額を補足的に開示するとい

うや り方 は、イギリスのインフレーション会計実行委員会(モ ーペス委員会)が1976年 に発表 し、

た公開草案第18号(ED18)(12)に おける 「貨幣価値変動 を考慮 した株主持分増減表

(statementofchangeinshareholders'netequityinterestafterallowingforthechangeinthevalueof

money)」 の提案にみることがで きる。ED18が 制度化 に向けて提案 した内容 は、現在原価会計 と名

付 けられているとお り、資産および費用の現在原価測定を基本 とするものである。ただし、そこ

では資本概念が明確 でなく、期中に生 じた非貨幣資産の保有損益(現 在原価 と帳簿価額の差額)

が利益処分計算書に計上され、そのうち取締役会が必要 と認めた金額を評価替積立金(revaluation

reserve)と して留保するとい う取 り扱いが指示 されている。そのような体系 とは別に、貨幣項 目

に生 じた購買力損益に関する情報 とともに 「貨幣価値変動を考慮 した株主持分増減表」 を財務諸

表に注記することが提案されている。「貨幣価値変動を考慮 した株主持分増減表」では、期首の株

主持分(期 申に増減資があればそれを:加減す る)を 消費者物価指数の変動 牽考慮 して期末の貨幣

価値に換算 し、それを基準にして貨幣価値変動を考慮 した株主持分の増減額(配 当前および配当

後の)を 算定するという内容の情報が開示される。・IAS第15号 が挙げている資本構成にかかわる

物価変動修正の第2法 は、 このような開示の仕方 を考 えているものと思われる。

さて、最後に、資本構成にかかわる物価変動修正の第3の 方法は、いかなるものであろうか。

IAS第15号 によれば、それは、「企業の株主持分の一般購買力が維持 された後の利益を認識するも

のであ り、純資産の2つ の数値の違いは、株主にとって利得または損失が発生 しているもの とし

て取 り扱われる(第17項)。 」説明はこれだけにす ぎず、そこで考えられている計算がいかなる構

造のものか明確ではないが、おそらく、貸借対照表上、現在原価 に基づ く期末株主持分から、期

首の株主持分(期 中に増減資等があればそれを加減する)を 一般物価指数の変動 を考慮 して期末

の貨幣価値 に換算 した金額を控除 して計算 され る剰余額 を、利益 しかも株主持分の一般購買力を
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維持 した後の利益 とする、そのような構造の利益計算が想定 されているもの と解釈 される。そ し

て、現在原価法にこのような計算 を組み込むためには、損益計算書上は、当初の計算段階で利益

計算か ら除外 された費用 ・資産の現在原価 と帳簿価額 との差額(い わゆる実現保有利得および未

実現保有利得)を 、再 び利益要素 として戻 し入れ、 しかるのち株主持分の一般物価修正額 を控除

するとい う計算がなされるはずである。

この ような利益計算は、イギリスにおいて、ASCが1986年 に公表 した 『価格変動の影響に対応

,する会計:ハ ンドブック(13)』、および、会計基準審議会(ASB)が1993年 に公表したSP草 案第5章

『財務諸表における測定(14)』において実際に提案されている。 また、基本的に同じ系統の計算は、

1980年 にスイスのヨルディが考案 した実質資本変動計算(Realkapitalveranderungsrechnung)(15)に

おいて も示 されている。それらにおいては、実体資本維持(正 確 には実体総資本維持)に 基づ く

利益計算から出発するが、最終的には購買力資本維持(正 確 には購買力 自己資本維持)に 基づ く

利益の計算 に帰着す る、段階的な利益計算が構想 されている。IAS第15号 において もその ような

方式での利益 の計算が考えられている とすれば、それははた して現在原価 アプローチのもとでの

計算 といいうるのであろうか。この点に疑問が残 る。

V.一 般購買力アプローチと現在原価アプローチの結合

既述の ように、IAS第15号 では、現在原価 アプローチ と一般購買力 アプローチとは別に第3の

方法 として、両アプローチのそれぞれの特徴 を結合する方法が挙げられているが、それについて

の具体的な説明はない。そこでは、いかなる方法が考 えられているのであろうか。

まず考えうる方法は、現在原価 アプローチに基づいて作成 される財務諸表の諸数値 を、一般物

価指数の変動 に基づいて再修正するとい う方法である。これは、基本財務諸表がすでに現在原価

基準によって作成されている場合 に、それ を一般物価修正す るという、IAS第29号 において示 さ

れた方法にほかならない。これは、既述の ように、現在原価アプローチ と一般購買力アプローチ

とを単純 に結合するものであ り、資本維持の視点か ら意味不明の利益が計算 されるとい う理論上

の問題が指摘 される。

IAS第15号 が考えているのは、2つ のアプローチのそれぞれの特徴 を結合するものであるから、

上記のような文字通 りの結合法 とは別のものであろう。ここで想起 されるのが、IAS第15号 が資

本構成 にかかわる物価変動修正 として挙 げている第3の 方法である。それは、既述のように、貸

借対照表上、現在原価に基づ く期末株主持分か ら、期首の株主持分 を一般物価修正 した金額 を控

除 して計算 される剰余額 を以て、株主持分の一般購買力を維持 した後の利益 とするものである。

この場合、損益計算書において同額の利益 を計算するためには、現在原価法の利益計算において

除外 されたいわゆる保有利得部分(実 現お よび未実現)を 、再び利益要素 として戻 し入れ、そ し

て株主持分の一般物価修正額 を控除するという計算がなされるはずである。

このような利蠡計算が1990年 代 にイギリスの公的提案の中で主張 されたことも、既述のとお り

である。要す るに、それは、損益計算書 という1つ の計算書(た だ し、ASBのSP草 案第5章 の場

合は損益計算書 と総認識利得および損失計算書(statementoftotalrecognisedgainsandlosses)と の1

組の計算書)の 中で、第1段 階として、実体資本維持に基づ く利益 を計算 し、それにつづ く第2

段階 として、購買力資本維持に基づ く利益 を計算するというものである。そして、 このような利
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益計算の特徴は、「資本維持概念の結合」にあるといわれる(16)。』このよう・なIAS第15号 以後 に打ち

出されたイギリスの公的提案の中に、IAS第15号 が想定 していたであろう第3の 物価変動会計方

法の具体像を読みどることはできないだろうか。

そこでは、損益計算書 においてまず実体資本維持 に基づ く利益が計算 される。 ここまでが現在

原価アプローチによる計算である。そ して、引 き続いてその利益 に修正が加 えられ、最終的に購

買力資本維持 に基づ く利益が計算 される。従 って、最終的には、一般購買力 アプローチによる計

算 に帰着するといえそうである。ただ し、その場合 に最終的に計算・される利益は、IAS第15号 が
一般購買力アプローチにおいて当初 に想定 していた利益 とは金額および性格が異なることに留意

すべ きである・既述のように、一般購買力 アプローチ とは、測定単位を変更する・のみで、基本財

務諸表(取 得原価主義の)の 基礎 をなす測定基準を根本的に変更するものではなかった。 したが

って、その ようなアプローチの もとでは、実現利益 としての購買力資本維持利益が求め られるは

ずである。 しか し、上記のぶうな結合法のもとでは、確 かに購買力資本維持を基礎 とする利益が

計算 されるけれども、その中には未実現利益が混入す ることになる。すなわち～棚卸資産や有形

固定資産ρ期末現在原価評価に伴 う未実現保有利得のうちの一般物価修正部分を除いた額 実

質未実現保有利得一 が、最終利益に含められることになる(17)。

VI.結 び

・以上
、IAS第15号 を中心に物価変動会計に関する2つ の国際会計基準 を検討 してきた。

IAS第15号 では、物価変動会計の基本的なアプローチとして、購買力資本維持 に基づ く一般購

買力アプローチと実体資本維持(営 業能力維持)に 基づ く現在原価 アプローチとの2つ が代替的

に提示 されていた。 これ ら2つ のアプローチの特徴 を結合する第3の アプローチがあるとの考え

方も示 されていたが、既述のようにその内容は明示 されていないので、同基準書が提案 している

基本的アプローチは上記の2つ であるといえる。 しかも、IAS第15号 では、企業にそのいずれか

1つ を任意に選択 して適用す ることが推奨 されていた。 また、現在原価アプローチにおいて も、

貨幣項 目や資本構成 に関する物価修正法 として、い くつかの方法が代替的に提示 されていた。 こ
れには、特 にイギリスの意向が強 く影響 していることが確認されたところである。

物価変動会計情報の作成方法 として複数の代替的な方法を提示 したことに関して、IAS第15号

は、次のように述べている。「物価変動を反映するための上述の各種の方法を用いて、財務情報が

基本財務諸表の上でまたは補助財務諸表 とレて提供 されることがあるが、この間鐘に関する国際

的な合意はまだ得 られていない。 したがって、国際会計基準委員会 は、基本財務諸表の作成上、
物価変動を反映させるための包括的かつ統一的な方式の採用 を企業に要求することを考える前に、
さらなる実証的な研究が必要であると確信 している(第18項)。 」

このように、IAS第15号 では、物価変動会計の統一的な方式を提示す るには至っていない。 こ
のことは、国際会計基準委員会が1989年7月 に公表 した 『財務諸表の作成表示に関するフレーム

ワーク(18)』における、資本概念の選択に関する次のような考 え方と符号 している。

、「企業による適切な資本概念の選択は、財務諸表の利用者のニーズに基づかなければならない。

したがって、財務諸表の利用者が主に名 目投下資本の維持 または投下資本の購買力の維持に関心

を有する場合には、貨幣資本概念(a恥ancialconceptofcapital)を 採用すべ きである。 しかし、利
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用者の主要な関心事が企業の営業能力にある場合 には、実体資本概念(aphysicalconceptofcapital)

を用いるべ きである(第103項)。 」

資本概念 もしぐは資本維持概念 に関する考 え方の対立 は、第1次 大戦後 に ドイッで資本維持論

が展開されて以来今 日に至るまで、平行線のように続いているが、それはそのまま国際会計基準

にも反映 されているのであるb国 際会計基準では、資本概念 もしくは資本維持概念に関する合意

が得 られていないことに鑑み、その選択を財務諸表利用者のニーズに委ねているのである。

国際会計基準で.は、IAS第15号 と第29号 以降、物価変動会計 に関す る新 しい基準 は設け られて

いない。世界 的に物価が安定 している現在、物価変動会計は、公表財務諸表制度 における今 日的

な問題 として位置づけられてはいない。しか し、資本維持やそれに基づ く期間利益の計算 という

問題が、企業会計 における本質的な課題であることに変わ りはなく、その意味で物価変動会計論

が存在意義を喪失 した わけでは決 してない。ただ、これか らの物価変動会計論に求められるのな、

従来か らある購買力資本維持論 と実体資本維持論、IAS第15号 にお ける表現でいえば、一般購買

力 アプローチと現在原価アプローチ との択一論議ではな く、両者を統合する方向での理論体系の

再構築であろう。,このような問題意識は筆者がここ数年 にわたって抱 き続けてきたが、本論文に

おける検討 を通 して、その思いを再認識 した次第である。

(注)

(1)Int・m・ti・n・IAcc・untingSt・nd・ ・d・C・mmittee(IASC),Int・m・ti・n・IAcc。untingStand。,a15,

In飴㎜ationRenectingtheEf飴ctsofChangingPrices,1981年11月 。 この 基 準 書 につ い て は 、 日本

公 認 会 計 士 協 会 か らの 翻 訳(対 訳)が 出 さ れ て お り、 本 論 文 で は そ れ を参 考 に して い る。

ま た 、 わ が 国 で こ の 基 準 書 を 解 説 し た 文 献 と し て1次 の もの が あ り、 併 せ て 参 考 に し て

い る 。 田 中 茂 次 『物 価 変 動 会 計 の 基 礎 理 論 』 同文 舘,平 成 元 年 ,299-300頁6木 下 裕 一 「国

際 会 計 基 準」 森 川 八 洲 男 編 著 『比 較 会 計 制 度 論'物 価 変 動 会 計 の 制 度 化 を 中 心 と して 』

同 文 舘,昭 和60年,第12章 。 鈴 木 昭 一 「イ ン フ レー シ ョ ン会 計 」 氏 原 茂 樹 ・佐 藤 信 彦 ・松 井

泰 則 編 著 『国 際 会 計 基 準 精 説 』 白 桃 書 房,1994年?第 盟 部 ・第12章 。 大 木 一 也 「国 際 会 計 基

準 第15号 ・物 価 変 動 の 影 響 を 反 映 す る 情 報/第29号 ・超 イ ン フ レ 経 済 下 の 財 務 報 告 」

『JIACPAジ ャー ナ ル 』 第6巻 第9号,1994年9月 号 。

(2)IASC,IntemationalAccountingStandard29,FinancialReportingHyperinflationalyEconomies,

1989年7月 。 こ の基 準 書 に つ い て は 、 日本 公 認 会 計 士 協 会 か ら翻 訳(対 訳)が 出 さ れ て お り、

本 論 文 で は そ れ を参 考 に し て い る 。

ま た 、 わ が 国 で こ の 基 準 書 を解 説 した もの と しそ は 、 大 木,前 掲 論 文,が あ り、 併 せ て

参 考 に して い る。

(3)IASC,Intema廿onalAcco㎜tingStandard6,AccounthlgResponsestoCh{mgingPdces,1977年6月 。

こ の 基 準 につ い て は 、 次 を参 照 さ れ た い 。 木 下 ,前 掲 論 文,238-239頁 。 野 村 健 太 郎 「EC

会 計 基 準 ・国 際会 計 基 準 」 森 田 哲 彌 責 任 編 集 『体 系 近 代 会 計 学 皿 ・イ ン フ レー シ ョ ン会 計 』

中 央 経 済社,昭 和57年,第9章,326-334頁 。

(4)h制onAccountingCo㎜i伽e,InnationAcco皿 廿ng,Repo丘of㎞nationAcco㎜t血gCo㎜i枕ee

(SandilandsReport),1975年 。
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(5)AccountingStandardsCommittee(ASC),StatementofStandardAccountingPractice

No。16(SSAP16),1980年 。

(6)森 田哲 彌 他 「イ ン フ レー シ ョシ会 計 の研 究 《5》 」 『企 業 会 計 』 第29巻 第2号,1977年2月 号,

303-306頁 参 照 。

(7)IASC,㎞temationalAccountingS㎞(肱rd5,Info㎜ationtob6DisclosedihF㎞ancialStatementes,

1976年10月 。

(8)既 述 の よ う に、IAS第29号 は 、現 在 原 価 財 務 諸 表 の修 正 に際 して正 味 貨 幣 項 目 に 関 す る 一 般

購 買 力 損 益 の 計 上 を要 求 し て い るが 、 これ に 関 して 、 同 基 準 で は 、 現 在 原 価 財 務 諸 表 に は 、

IAS第}5号 の 第15項 に従 っ て 、 貨幣 項 目 に 対 す る 物 価 変 動 の 影 響 を反 映 す る修 正 が す で に含

まれ て い る場 合 が あ る と述 べ られ て い る か らで あ る(第29項)。

(9)FinancialAccountingStandardsBoard,FinancialReportingandChan∫gingPrices,Statementof

FinancialAccoun士ingStandardsNo.33,1979年 。

(10)SSAPI6の 貨 幣 運 転 資 本 修 正 につ い て は、 次 を参 照 され た い 。 壹 岐 芳 弘,「 『会 計 実 務 基 準 書

第16号 』 の再 検 討 一 そ の利 益 計 算 構 造 を中 心 と して 」 『会 計 』 第141巻 第5号,1992年

5月 号,34-37頁 。

(11)ギ ア リ ン グ修 正 に 関 して は 、 次 を参 照 さ れ た い 。 壹 岐 厂実 体 自己 資 本 維 持 論 にお け る ギ

ア リ ン グ修 正 の基 本 的 類 型 」 『情 報 研 究 』(文 教 大 学),第13号,1992年 。

(12)㎞HationAcco㎜tingSteeringGroup,CurrentとbstAccouthlg,ExposureDr諭(ED18),1976年 。

(13)ASC,Accountingfbrtheef飴ctsofchangingprices:ahandbook,1986年 。

(14)Acco膩ingStandardsBoard(ASB),StatementofPrinciplesChapter5:1Measurementinfinancial

statementes,DiscussionDr誼,1993年 。な お 、 このSP草 案 お よび前 注 の ハ ン ドブ ック に 関 して は 、

次 を参 照 され た い 。壹 岐 「英 国 に お け る結 合 資 本 維 持 会 計 の 提 案 」 『産 業 経 理 』第55巻 第2号,

1995年7月 。壹 岐 「資 本 維 持 論 の動 向 と課 題(2)」 『会 計 』 第150巻 第3号,1996年9月 号 。

(15)HansRJordi,InnationAccountingVor忌chlagzurBerUcksichtigungderFinanzierungbei

tageswe「tige「Rec㎞ungslegun9:DieRealkaPitalver洫derungsrec㎞ung,BemundSulttg頒,1980年 。

な お 、 こ の 著 書 の 内 容 に関 して は 、 次 を参 照 さ れ た い 。 壹 岐 「ヨ ル デ ィ の 二 元 的 資 本 維 持 論

一 近 年 の 英 国 に お け る公 的 提 案 との 比 較 一 」 『情 …報研 究 』(文 教 大 学)
,第17号,1996年 。

(16)ASB,DiscussionDr誼,第55-58項 の タ イ トル 。

(17)壹 岐 「英 国 にお け る 結 合 資 本 維 持 会 計 の提 案 」U8頁 、.お.よび 、 壹 岐 「ヨ ル デ ィの 二 元 的 資

本 維 持 論 」10頁 参 照 。

(18)IASC,FrameworkfbrthePreparationandPresentationofFinancialStatements,1989年7月 。

(著者 いき よしひろ 文教大学情報学部 平成12年9月27日 受付)

一74一


	情報研究 第24号@065
	情報研究 第24号@066
	情報研究 第24号@067
	情報研究 第24号@068
	情報研究 第24号@069
	情報研究 第24号@070
	情報研究 第24号@071
	情報研究 第24号@072
	情報研究 第24号@073
	情報研究 第24号@074
	情報研究 第24号@075
	情報研究 第24号@076

